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令和元年１０月定例教育委員会 

 
 

○  開催日時 令和元年１０月２５日（金） １３時００分～１４時４５分 

○  開催場所 教育委員室（県庁２２階） 

○  出席委員等 

 

 

 

 

教育長 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

柴原 宏一 

和田 由香 

川上 美智子 

江原 陽子 

市原 健一 

○ 欠席委員 教育長職務代理者 

委 員 

内藤 學 

中田 俊之 

※ 事務局出席者については，別紙のとおり 
 

○  議 事 

１ 報 告 
公 開 １ 陳情等処理「令和元年度教育振興に関する要

望」について 
 

（総務課） 

公 開 ２ 令和２年度採用茨城県公立学校教員選考結果
について 
 

（義・高・特・保） 

２ 議 案 
公 開 第 30 号議案 茨城県教育職員免許状規則の一部を改正する

規則について 
 

（特別支援教育課） 

非公開 第 31 号議案 茨城県スポーツ推進審議会委員の任命につい
て 
 

（保健体育課） 

３ 協 議 
非公開 １ 令和元年度（平成 30 年度対象）教育に関する

事務の管理及び執行状況の点検及び評価につ
いて 
 

（総務課） 

非公開 ２ 令和２年度当初予算要求の概要について 
 

（財務課） 

非公開 ３ 令和２年度定期人事異動方針（案）について 
 

（総・義・高・特） 

 
 

※ 非公開の議案等については，会議録は公開されません。 
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○  会議録 

１ 開 会 
教育長から開会の宣言があり，非公開審議項目についての提案がなされ，各委員から了承

されました。 
 

２ 議 事 

【公 開】 

 
報告１ 陳情等処理「令和元年度教育振興に関する要望」について 

 
（ 総 務 課 長 ） 
 

資料に基づき説明 

 
【主な質疑・意見等】 

（ 和 田 委 員 ） スクールカウンセラーのことで，昨年から公認心理士という新しい国家資
格ができました。臨床心理士とはまた違う形かと思います。 

それから，県立高校で，ソーシャルワーカーやスクールカウンセラーさん
も毎日いるわけではなく，学校数でみれば県南が多くて，県南の先生たちが
来てほしい時に来てもらえないと現場で困っているかもしれませんので，も
っと現場のニーズに合うように，例えば３回と決めたら，その３回が必要な
ところに回るようにするとよいかと思います。 

 
（義務教育課長） 公認心理士等については，募集をかけているところですけれども，活用を

しっかりしていきたいと思います。 
 

（ 江 原 委 員 ） スクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーについてですが，
視察で高校に行きました時に，教育相談や生徒指導担当の先生と直接お話し
たのですが，「（当初に比べて）だいぶ活用されるようになり，とてもあり
がたい。拡充されてもっと配置・派遣が可能であればさらに良くなるので，
これから期待しています。」という声もありましたので，お伝えしたいと思
います。 

 
（ 市 原 委 員 ） スクールロイヤーのことについてお伺いしたいのですが，国の委託事業と

いうことですが，中身はどんなことですか。 
 

（義務教育課長） スクールロイヤーは，個別の案件の相談に応じるということではなく，未
然防止のための児童生徒や先生方に研修という形で，活用しております。こ
れは，個別の相談になると弁護士の方の利益相反で，できない仕組みとなっ
ておりまして，そのためこういった活用をしているところです。 

 
（ 市 原 委 員 ） 例えばいじめの問題にしても，個別の案件が発生する可能性がある。実

際，訴訟の段階になれば当然これは個別に弁護士さんと契約しなきゃいけな
いと思うのですが，その前に取扱い等の問題について事前に協議したりする
ことは，これは利益相反になるのでしょうか。 

ただ研修だけではもったいないような気がしますが，この委託というのは
研修しかできないのですか。 

 
（高校教育課長） そこのところは，学校としてどのような道筋でいったらいいかという相談

はしております。例えば，いじめが起きたときとか。 
ただ，利益相反にあたるのは，Ａという生徒，Ｂという生徒，どちらかの

家庭に与するということだと思います。 
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（ 市 原 委 員 ） やはりいじめとかいろいろな法律的な問題がでてくるようだと，利益相反
になるかならないかはきちんと検証した上で，弁護士をもう少し活用できる
ようにする時代ではないかなというように思います。 

もう少しご検討いただいて積極的に活用していただくよう考えていただい
てもいいのではないかと思います。 

 
（特別支援教育課長） 国の委託事業の範囲の中では，そのレベルでの活用となりますが，各課と

も，各々個別に弁護士さんと相談しているケースとか，各学校も個別にやっ
ているケースは増えてきているかと思います。 
 

 

 

 
報告２ 令和２年度採用茨城県公立学校教員選考結果について 

 
（義務教育課長） 資料に基づき説明 

 
【主な質疑・意見等】 

（ 和 田 委 員 ） １次試験免除対象者の合格状況で，（不合格者の中には）２次試験の時に
緊張してしまう方がいるということでしょうか。 
なぜ２次試験がよくなかったのでしょうか。 
 

（義務教育課長） そういうこともあるかと思います。さまざまな理由はあると思います。 

（ 和 田 委 員 ） 試験の仕方を工夫すれば実力が出せる（方がいるとすれば），もし実力が
あってぜひとも採用したい場合は，配慮が将来必要なことがあるかもしれま
せん。 

とはいえ，ペーパーテストはできても，他が苦手だと学校現場には向かな
い場合もあるかもしれませんので，このままで十分かもしれない。次年度以
降，また話題にしていただければと思います。 
 

 

 

 
第 30 号議案 茨城県教育職員免許状規則の一部を改正する規則について 

 
（特別支援教育課長） 資料に基づき説明 
 
【主な質疑・意見等】 

 特になし 
 

 

※ 第 30 号議案 については，原案どおり可決されました。 
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【非公開】 

 
第 31 号議案 茨城県スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

※ 第 31 号議案については，原案どおり可決されました。 

 

 
協議１ 令和元年度（平成 30 年度対象）教育に関する事務の管理及び執行状況の点

検及び評価について 

 

 

 
協議２ 令和２年度当初予算要求の概要について 

 

 

 
協議３ 令和２年度定期人事異動方針（案）について 

 

 

 

 
３ 閉 会 
  教育長から閉会の宣言がなされました。 



 - 5 -

（別紙） 

令和元年１０月定例教育委員会 事務局職員出欠表 

 

令和元年１０月２５日（金） 

職      名 氏  名 出欠 代理者職氏名 

 総務企画部長 藤 田  昌 人 ×  

 学校教育部長 森 作  宜 民 ○  

総務課長 入 野  浩 美 ○  

 教育企画監 木 内  規 雄 ○  

 財務課長 今 川  敬 秀 ○  

 生涯学習課長 田 口  克 弥 ○  

 福利厚生課長 田 口  明 宏 ○  

 文化課長 市 村  志 保 ○  

高校教育改革・中高一貫校開設 
チームリーダー 

柳 橋  常 喜 ○  

義務教育課長 岩 田  利 美 ○  

 高校教育課長  秋 本  光 徳 ○  

 特別支援教育課長 内 桶  博 仁 ○  

保健体育課長 益 子  雄 行  ○  

 


